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平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義

平成23年(2011年)10月３日 第 2705 号の２ 金 沢 市 公 報

― 1―

◎ 目 次 ページ

●告 示

○平成23年告示第141号 (自転車等を撤去し､

保管したことについて) の変更について

(歩ける環境推進課) 1

○平成23年告示第167号 (自転車等を撤去し､

保管したことについて) の変更について

( 〃 ) 2

○平成23年告示第181号 (自転車等を撤去し､

保管したことについて) の変更について

( 〃 ) 2

○平成23年告示第201号 (自転車等を移動し､

保管したことについて) の変更について

( 〃 ) 2

○平成23年告示第202号 (自転車等を撤去し､

保管したことについて) の変更について

( 〃 ) 2

○平成23年告示第214号 (自転車等を移動し､

保管したことについて) の変更について

( 〃 ) 2

○平成23年告示第215号 (自転車等を撤去し､

保管したことについて) の変更について

( 〃 ) 3

○平成23年告示第227号 (自転車等を移動し､

保管したことについて) の変更について

( 〃 ) 3

○平成23年告示第228号 (自転車等を撤去し､

保管したことについて) の変更について

( 〃 ) 3

○平成17年告示第196号 (野田山墓地施設基準)

の一部改正について (市 民 課) 3

○市道の路線の認定について (道路管理課) 3

○市道の路線の変更について ( 〃 ) 5

○市道の区域の決定について ( 〃 ) 5

○道路の供用の開始について ( 〃 ) 6

○専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供す

る道路の指定について ( 〃 ) 8

○昭和50年告示第２号 (金沢市収納代理金融機

関について) の一部改正について (会 計 課) 8

○昭和52年告示第82号 (金沢市収納取扱金融機

関について) の一部改正について ( 〃 ) 9

●公 告

○自動車臨時運行許可番号標の失効について

(市 民 課) 9

○予防接種を行うことについて (健康総務課) 9

○金沢市農用地利用集積計画を定めたことにつ

いて (農業委員会事務局) 10

●公営企業告示

○昭和50年公営企業告示第２号 (収納取扱金融

機関について) の一部改正について

(企業総務課) 10

●公営企業公告

○指定給水装置工事事業者の指定について

(企業総務課) 10

○下水道排水設備工事業者の指定について

( 〃 ) 10

告 示

変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

保管した自転車等

を返還する場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫

金沢市問屋町２丁目95番地

金沢市自転車等保管庫
平成23年10月３日
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�金沢市告示第243号
平成23年告示第167号 (自転車等を撤去し､ 保管したことについて) で告示した事項に変更があったので､ 次のと

おり告示します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市告示第244号
平成23年告示第181号 (自転車等を撤去し､ 保管したことについて) で告示した事項に変更があったので､ 次のと

おり告示します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市告示第245号
平成23年告示第201号 (自転車等を移動し､ 保管したことについて) で告示した事項に変更があったので､ 次のと

おり告示します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市告示第246号
平成23年告示第202号 (自転車等を撤去し､ 保管したことについて) で告示した事項に変更があったので､ 次のと

おり告示します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市告示第247号
平成23年告示第214号 (自転車等を移動し､ 保管したことについて) で告示した事項に変更があったので､ 次のと

おり告示します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義
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変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

保管した自転車等

を返還する場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫

金沢市問屋町２丁目95番地

金沢市自転車等保管庫
平成23年10月３日

変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

保管した自転車等

を返還する場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫

金沢市問屋町２丁目95番地

金沢市自転車等保管庫
平成23年10月３日

変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

保管した自転車等

を返還する場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫

金沢市問屋町２丁目95番地

金沢市自転車等保管庫
平成23年10月３日

変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

保管した自転車等

を返還する場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫

金沢市問屋町２丁目95番地

金沢市自転車等保管庫
平成23年10月３日



�金沢市告示第248号
平成23年告示第215号 (自転車等を撤去し､ 保管したことについて) で告示した事項に変更があったので､ 次のと

おり告示します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市告示第249号
平成23年告示第227号 (自転車等を移動し､ 保管したことについて) で告示した事項に変更があったので､ 次のと

おり告示します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市告示第250号
平成23年告示第228号 (自転車等を撤去し､ 保管したことについて) で告示した事項に変更があったので､ 次のと

おり告示します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市告示第251号
平成17年告示第196号 (野田山墓地施設基準) の一部を次のように改正する｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義

｢までの間｣ の次に ｢及び平成23年｣ を加える｡�金沢市告示第252号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第８条第１項の規定により､ 市道の路線を次のように認定します｡

なお､ その関係図面は､ 金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成23年10月３日から同月17日まで一般の縦

覧に供します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義
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変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

保管した自転車等

を返還する場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫

金沢市問屋町２丁目95番地

金沢市自転車等保管庫
平成23年10月３日

変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

保管した自転車等

を返還する場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫

金沢市問屋町２丁目95番地

金沢市自転車等保管庫
平成23年10月３日

変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

保管した自転車等

を返還する場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫

金沢市問屋町２丁目95番地

金沢市自転車等保管庫
平成23年10月３日

変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

保管した自転車等

を返還する場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫

金沢市問屋町２丁目95番地

金沢市自転車等保管庫
平成23年10月３日



平成23年(2011年)10月３日 第 2705 号の２ 金 沢 市 公 報

― 4―

整理番号 路 線 名 起 点 及 び 終 点 重要な経過地

1407 御 影 町 線 30号
御 影 町

御 影 町

292番

292番

５先から

13先まで

1412 増 泉 ２ 丁 目 線 24号
増 泉 ２ 丁 目

増 泉 ２ 丁 目

146番

146番

５先から

１先まで

1612 緑 が 丘 線 21号
緑 が 丘

緑 が 丘

396番

396番

９先から

10先まで

2707 金石西３丁目線 10号
金 石 西 ３ 丁 目

金 石 西 ３ 丁 目

430番

430番

３先から

１先まで

2712 金 石 本 町 線 ６号
金 石 本 町

金 石 本 町

ハ

ハ

32番

29番

１先から

１先まで

3212
大 徳

寺 中 町 線

12号

48号

木曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

６街区

６街区

８番

７番

先から

先まで

3212
大 徳

寺 中 町 線

12号

49号

寺 中 町

寺 中 町

リ

リ

９番

10番

２先から

３先まで

3212
大 徳

寺 中 町 線

12号

50号

木曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

８街区

８街区

５番

４番

先から

先まで

3212
大 徳

寺 中 町 線

12号

51号

寺 中 町

寺 中 町

ホ

ホ

48番

48番

４先から

２先まで

3238
大 徳

畝田中４丁目線

38号

６号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

94番

116番

３先から

先まで

3238
大 徳

畝田中４丁目線

38号

７号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

128番

128番

１先から

５先まで

3238
大 徳

畝田中４丁目線

38号

８号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

127番

127番

２先から

５先まで

3238
大 徳

畝田中４丁目線

38号

９号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

101番

101番

１先から

５先まで

3238
大 徳

畝田中４丁目線

38号

10号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

121番

121番

１先から

３先まで

3238
大 徳

畝田中４丁目線

38号

11号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

84番

104番

２先から

８先まで

3238
大 徳

畝田中４丁目線

38号

12号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

120番

120番

２先から

３先まで

3238
大 徳

畝田中４丁目線

38号

13号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

118番

118番

２先から

６先まで

3247
大 徳

木 曳 野 北 線

47号

７号

木曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

３街区

５街区

7-1番

２番

先から

先まで

3247
大 徳

木 曳 野 北 線

47号

８号

木曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

１街区

２街区

４番

５番

先から

先まで

3247
大 徳

木 曳 野 北 線

47号

９号

木曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

６街区

５街区

14番

１番

先から

先まで

3247
大 徳

木 曳 野 北 線

47号

10号

木曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

７街区

８街区

14番

１番

先から

先まで

3247
大 徳

木 曳 野 北 線

47号

11号

木曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

６街区

８街区

１番

９番

先から

先まで

3512
弓 取

割 出 町 線

12号

38号

割 出 町

割 出 町

627番

627番

７先から

１先まで



�金沢市告示第253号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第10条第２項の規定により､ 市道の路線を次のように変更します｡

なお､ その関係図面は､ 金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成23年10月３日から同月17日まで一般の縦

覧に供します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義

�金沢市告示第254号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定により､ 市道の区域を次のように決定します｡

なお､ その区域を表示した図面は､ 金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成23年10月３日から同月17日ま

で一般の縦覧に供します｡

平成23年10月３日
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3512
弓 取

割 出 町 線

12号

39号

割 出 町

割 出 町

84番

84番

９先から

７先まで

3515
弓 取

諸 江 町 中 丁 線

15号

33号

諸 江 町 中 丁

諸 江 町 中 丁

336番

336番

５先から

１先まで

3607
戸 板

示 野 町 線

７号

52号

戸板第二土地区画整理事業地内

戸板第二土地区画整理事業地内

87街区

90街区

１番

1-2番

先から

先まで

3719
鞍 月

大 友 町 線

19号

45号

大 友 町

大 友 町

ハ

ハ

43番

43番

６先から

１先まで

3719
鞍 月

大 友 町 線

19号

46号

大 友 町

大 友 町

ハ

ハ

37番

37番

５先から

６先まで

3735
鞍 月

戸 水 １ 丁 目 線

35号

39号

戸 水 １ 丁 目

戸 水 １ 丁 目

６番

10番

先から

先まで

3928
額

四 十 万 町 東 線

28号

82号

四 十 万 町

四 十 万 町

リ

リ

39番

39番

３先から

５先まで

4111
米 丸

入 江 １ 丁 目 線

11号

23号

入 江 １ 丁 目

入 江 １ 丁 目

551番

551番

２先から

３先まで

4221
富 樫

山 科 町 北 線

21号

８号

山 科 町

山 科 町 (元三馬村字西泉)

チ

ヌ

138番

10番

１先から

111先まで

4438
小 坂

神 谷 内 西 線

38号

14号

神 谷 内 町

神 谷 内 町

ハ

ハ

４番

６番

７先から

７先まで

整理番号 新旧の別 路 線 名 起 点 及 び 終 点 重要な経過地

1619

旧
野田土地区画整理事業地内

野田土地区画整理事業地内

２街区

４街区

１番

１番

先から

先まで
野 田 町 線 36号

新
長 坂 ２ 丁 目

野田土地区画整理事業地内 ４街区

1001番

１番

１先から

先まで

4438

旧
神 谷 内 町

神 谷 内 町

ハ

ハ

２番

６番

５先から

７先まで小 坂

神 谷 内 西 線

38号

４号
新

神 谷 内 町

神 谷 内 町

ハ

ハ

２番

２番

５先から

５先まで

4438

旧
神 谷 内 町

神 谷 内 町

ハ

ハ

17番

７番

８先から

７先まで小 坂

神 谷 内 西 線

38号

５号
新

神 谷 内 町

神 谷 内 町

ハ

ハ

１番

７番

４先から

７先まで



金沢市長 山 野 之 義

�金沢市告示第255号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定により､ 次の道路の供用を開始します｡

なお､ その区間を表示した図面は､ 金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成23年10月３日から同月17日ま

で一般の縦覧に供します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義
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道路の種類 路 線 名 幅 員 (ｍ) 延 長 (ｍ)

一般市道 御影町線30号 6.0 100

一般市道 増泉２丁目線24号 6.0 ～ 12.0 38

一般市道 緑が丘線21号 6.0 63

一般市道 野田町線36号 6.0 ～ 8.7 237

一般市道 金石西３丁目線10号 5.0 24

一般市道 金石本町線６号 5.5 85

一般市道 大徳12号寺中町線48号 3.9 36

一般市道 大徳12号寺中町線49号 3.9 24

一般市道 大徳12号寺中町線50号 3.9 33

一般市道 大徳12号寺中町線51号 5.0 30

一般市道 大徳38号畝田中４丁目線６号 6.0 ～ 7.1 256

一般市道 大徳38号畝田中４丁目線７号 5.0 ～ 10.0 32

一般市道 大徳38号畝田中４丁目線８号 5.0 29

一般市道 大徳38号畝田中４丁目線９号 5.0 28

一般市道 大徳38号畝田中４丁目線10号 6.0 29

一般市道 大徳38号畝田中４丁目線11号 5.0 74

一般市道 大徳38号畝田中４丁目線12号 5.0 ～ 10.0 27

一般市道 大徳38号畝田中４丁目線13号 5.0 24

一般市道 大徳47号木曳野北線７号 6.0 117

一般市道 大徳47号木曳野北線８号 6.0 111

一般市道 大徳47号木曳野北線９号 6.0 96

一般市道 大徳47号木曳野北線10号 6.0 127

一般市道 大徳47号木曳野北線11号 6.0 257

一般市道 弓取12号割出町線38号 6.0 ～ 12.0 43

一般市道 弓取12号割出町線39号 5.0 ～ 10.0 32

一般市道 弓取15号諸江町中丁線33号 6.0 31

一般市道 戸板７号示野町線52号 6.8 ～ 6.9 238

一般市道 鞍月19号大友町線45号 5.0 33

一般市道 鞍月19号大友町線46号 5.0 35

一般市道 鞍月35号戸水１丁目線39号 5.0 51

一般市道 額28号四十万町東線82号 6.0 ～ 12.0 21

一般市道 米丸11号入江１丁目線23号 6.0 21

一般市道 富樫21号山科町北線８号 12.5 ～ 13.5 101

一般市道 小坂38号神谷内西線４号 3.8 ～ 5.7 15

一般市道 小坂38号神谷内西線５号 4.4 ～ 5.6 129

一般市道 小坂38号神谷内西線14号 4.7 40
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路 線 名 区 間 供用開始日

御 影 町 線 30号
御 影 町

御 影 町

292番

292番

５先から

13先まで
平成23年10月３日

増 泉 ２ 丁 目 線 24号
増 泉 ２ 丁 目

増 泉 ２ 丁 目

146番

146番

５先から

１先まで
平成23年10月３日

緑 が 丘 線 21号
緑 が 丘

緑 が 丘

396番

396番

９先から

10先まで
平成23年10月３日

野 田 町 線 36号
長 坂 ２ 丁 目

野 田 土 地 区 画 整 理 事 業 地 内 ４街区

1001番

１番

１先から

先まで
平成23年10月３日

金石西３丁目線 10号
金 石 西 ３ 丁 目

金 石 西 ３ 丁 目

430番

430番

３先から

１先まで
平成23年10月３日

金 石 本 町 線 ６号
金 石 本 町

金 石 本 町

ハ

ハ

32番

29番

１先から

１先まで
平成23年10月３日

大 徳

寺 中 町 線

12号

48号

木 曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

６街区

６街区

８番

７番

先から

先まで
平成23年10月３日

大 徳

寺 中 町 線

12号

49号

寺 中 町

寺 中 町

リ

リ

９番

10番

２先から

３先まで
平成23年10月３日

大 徳

寺 中 町 線

12号

50号

木 曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

８街区

８街区

５番

４番

先から

先まで
平成23年10月３日

大 徳

寺 中 町 線

12号

51号

寺 中 町

寺 中 町

ホ

ホ

48番

48番

４先から

２先まで
平成23年10月３日

大 徳

畝田中４丁目線

38号

６号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

94番

116番

３先から

先まで
平成23年10月３日

大 徳

畝田中４丁目線

38号

７号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

128番

128番

１先から

５先まで
平成23年10月３日

大 徳

畝田中４丁目線

38号

８号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

127番

127番

２先から

５先まで
平成23年10月３日

大 徳

畝田中４丁目線

38号

９号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

101番

101番

１先から

５先まで
平成23年10月３日

大 徳

畝田中４丁目線

38号

10号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

121番

121番

１先から

３先まで
平成23年10月３日

大 徳

畝田中４丁目線

38号

11号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

84番

104番

２先から

８先まで
平成23年10月３日

大 徳

畝田中４丁目線

38号

12号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

120番

120番

２先から

３先まで
平成23年10月３日

大 徳

畝田中４丁目線

38号

13号

畝 田 中 ４ 丁 目

畝 田 中 ４ 丁 目

118番

118番

２先から

６先まで
平成23年10月３日

大 徳

木 曳 野 北 線

47号

７号

木曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

３街区

５街区

7-1番

２番

先から

先まで
平成23年10月３日

大 徳

木 曳 野 北 線

47号

８号

木曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

１街区

２街区

４番

５番

先から

先まで
平成23年10月３日

大 徳

木 曳 野 北 線

47号

９号

木曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

６街区

５街区

14番

１番

先から

先まで
平成23年10月３日

大 徳

木 曳 野 北 線

47号

10号

木 曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

７街区

８街区

14番

１番

先から

先まで
平成23年10月３日

大 徳

木 曳 野 北 線

47号

11号

木 曳野土地区画整理事業地内

木曳野土地区画整理事業地内

６街区

８街区

１番

９番

先から

先まで
平成23年10月３日



�金沢市告示第256号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第48条の13第２項の規定により､ 専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する

道路を次のとおり指定します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義

１ 指定する道路の路線名

大徳12号寺中町線48号

大徳12号寺中町線49号

大徳12号寺中町線50号

２ 指定する期日

平成23年10月３日�金沢市告示第257号
昭和50年告示第２号 (金沢市収納代理金融機関について) の一部を次のように改正し､ 平成23年10月11日から効力

を有するものとします｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義
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弓 取

割 出 町 線

12号

38号

割 出 町

割 出 町

627番

627番

７先から

１先まで
平成23年10月３日

弓 取

割 出 町 線

12号

39号

割 出 町

割 出 町

84番

84番

９先から

７先まで
平成23年10月３日

弓 取

諸 江 町 中 丁 線

15号

33号

諸 江 町 中 丁

諸 江 町 中 丁

336番

336番

５先から

１先まで
平成23年10月３日

戸 板

示 野 町 線

７号

52号

戸板第二土地区画整理事業地内

戸板第二土地区画整理事業地内

87街区

90街区

１番

1-2番

先から

先まで
平成23年10月３日

鞍 月

大 友 町 線

19号

45号

大 友 町

大 友 町

ハ

ハ

43番

43番

６先から

１先まで
平成23年10月３日

鞍 月

大 友 町 線

19号

46号

大 友 町

大 友 町

ハ

ハ

37番

37番

５先から

６先まで
平成23年10月３日

鞍 月

戸 水 １ 丁 目 線

35号

39号

戸 水 １ 丁 目

戸 水 １ 丁 目

６番

10番

先から

先まで
平成23年10月３日

額

四 十 万 町 東 線

28号

82号

四 十 万 町

四 十 万 町

リ

リ

39番

39番

３先から

５先まで
平成23年10月３日

米 丸

入 江 １ 丁 目 線

11号

23号

入 江 １ 丁 目

入 江 １ 丁 目

551番

551番

２先から

３先まで
平成23年10月３日

小 坂

神 谷 内 西 線

38号

４号

神 谷 内 町

神 谷 内 町

ハ

ハ

２番

２番

５先から

５先まで
平成23年10月３日

小 坂

神 谷 内 西 線

38号

５号

神 谷 内 町

神 谷 内 町

ハ

ハ

１番

７番

４先から

７先まで
平成23年10月３日

小 坂

神 谷 内 西 線

38号

14号

神 谷 内 町

神 谷 内 町

ハ

ハ

４番

６番

７先から

７先まで
平成23年10月３日

表中
｢

｣
を住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 金沢支店

｢

｣
に改める｡住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 金沢中央支店



�金沢市告示第258号
昭和52年告示第82号 (金沢市収納取扱金融機関について) の一部を次のように改正し､ 平成23年10月11日から効力

を有するものとします｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義

次の自動車臨時運行許可番号標は､ 失効しました｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義

石川 63－07 金沢

石川 64－31 金沢

予防接種法 (昭和23年法律第68号) 第３条第１項の規定による予防接種を行うので､ 予防接種法施行令 (昭和23年

政令第197号) 第４条第１項及び第５条の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義

１ 予防接種の種類､ 予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所

２ 予防接種を受けることが適当でない者� 明らかな発熱を呈している者� 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者� 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者� 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては､ 妊娠していることが明らかな者� �から�までに掲げる者のほか､ 予防接種を行うことが不適当な状態にある者
別表
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表中
｢

｣
を住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 金沢支店

｢

｣
に改める｡住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 金沢中央支店

公 告

予防接種の種類 予防接種の対象者の範囲 予防接種を行う期間 予防接種を行う場所

麻しん風しん

第３期

13歳となる日の属する年度の初日から当該年度

の末日までの間にある者

平成23年10月３日から

平成24年３月31日まで

別表のとおり

麻しん風しん

第４期

17歳となる日の属する年度の５月20日から18歳

となる日の属する年度の末日までの間にある者

日本脳炎

第１期

平成７年６月１日から平成19年４月１日までの

間に生まれた者

平成19年４月２日以後に生まれの者については､

生後６月に達した者

日本脳炎

第２期

平成７年６月１日から平成19年４月１日までの

間に生まれた者で､ ９歳以上の者

予防接種を行う

医 師 の 氏 名

予防接種を行う主たる場所
実施する予防接種の種類

医療機関名 所 在 地

上野 桂一 上野医院 金沢市小立野３丁目14番５

号

麻しん風しん第３・４期

日本脳炎第１・２期



農業経営基盤強化促進法 (昭和55年法律第65号) 第18条第１項の規定により､ 金沢市農用地利用集積計画を定めた

ので､ 同法第19条の規定により公告します｡

なお､ 当該金沢市農用地利用集積計画を金沢市農業委員会事務局に備え置いて縦覧に供します｡

平成23年10月３日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市公営企業告示第26号
昭和50年公営企業告示第２号 (収納取扱金融機関について) の一部を次のように改正し､ 平成23年10月11日から効

力を有するものとします｡

平成23年10月３日

金沢市公営企業管理者 糸 屋 吉 廣

金沢市水道給水条例 (昭和29年条例第28号) 第７条の２の規定により､ 平成23年10月１日に次の者を指定給水装置

工事事業者として指定したので､ 金沢市指定給水装置工事事業者規程 (平成９年公営企業管理規程第12号) 第９条の

規定により公告します｡

平成23年10月３日

金沢市公営企業管理者 糸 屋 吉 廣

金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程 (平成13年公営企業管理規程第３号) 第５条第１項の規定に

より､ 平成23年10月１日に次の者を下水道排水設備工事業者として指定したので､ 同規程第11条の規定により公告し

ます｡

平成23年10月３日

金沢市公営企業管理者 糸 屋 吉 廣
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公 営 企 業 告 示

表中
｢

｣
を住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 金沢支店

｢

｣
に改める｡住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 金沢中央支店

公 営 企 業 公 告

指定番号 商号又は法人名 所 在 地

535 有限会社山�住設 石川郡野々市町粟田２丁目177番地の14

536 武田設備産業株式会社 白山市末広２丁目27番地

537 安田設備 金沢市松島３丁目72番地

538 株式会社Ｋプランニング 小松市串町庚80番地１

指定番号 商号又は法人名 所 在 地

560 株式会社Ｋプランニング 小松市串町庚80番地１

平成23年(2011年)10月３日 印刷 発行人 金 沢 市
平成23年(2011年)10月３日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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